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加
東
市
職
員
を
募
集
し
ま
す 

福祉タクシー利用券がさらに便利に 
　平成２３年７月から、福祉タクシー利用券の交付対象者や 
使用方法を変更します。 
受付期間　６月２４日（金）から随時 
利用期間　平成２３年７月１日～平成２４年６月３０日 
　　　　　（利用券は毎年７月に更新されます。平成２２年度分 
　　　　　 は平成２３年７月１日以降は使用できません） 
申請窓口　各庁舎窓口センター 
問い合わせ　福祉部高齢介護課（ラポートやしろ）　1４３-０４４０ 

変更項目

交付対象者

利用券の交付枚数

助�成�額

利用券の使用方法

平成23年6月まで 平成23年7月1日から

　市内に住所を有する方のうち、市町村
民税の所得割が非課税または均等割のみ
課税で、次のいずれかに該当する方 
①75歳以上の方 
②身体障害者手帳1･2級の方 
③療育手帳Ａ判定の方 
④精神障害者保健福祉手帳１級の方 

最高で年間24枚（申請月により異なる） 

老人・精神障害者用15,120円 
障害者用13,440円 

１乗車につき１枚 

左記対象者に新たに次の方を 
追加しました。 
⑤65歳以上で高齢等を理由に 
　運転免許証を返還された方 
※運転経歴証明書が必要 

１乗車につき何枚でも使用可 

申請月に関係なく年間30枚 

対象者の区分に関係なく 
一律15,000円（500円×30枚） 
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。
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